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県立病院好生館の移転先予定地について 

 

 

○ 県立病院好生館の移転先についての検討結果をお知らせします。 

 

○ 県立病院好生館の移転先については、これまで様々な検討を行ってきた結果、 

 

    「佐賀市天神の『アバンセ北』を移転先予定地とする。」 

 

 

 

という結論になりました。 

 

○ 移転先予定地とした「アバンセ北の状況」と「決定理由」等についてご説明 

します。 

 

 

 

 

 

アバンセ北、市立図書館北、公園・緑地の一帯及び 
近隣の旧国鉄線路敷地（全て県又は佐賀市の所有地） 
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１ アバンセ北の状況 
     

（１）所在地 ：佐賀市天神三丁目１５－１８ほか（どんどんどんの森内） 

       ・ＪＲ佐賀駅から西へ約７００ｍ 

・４車線で整備中の国道２６４号に隣接 

 

（２）敷地の現状 ： 前頁図面「アバンセ北の状況」のとおり     

敷地面積 土地所有者 利用状況 

約３５，０００㎡
佐賀県（約 11,000 ㎡）

佐賀市（約 24,000 ㎡）

臨時の駐車場・イベン

ト広場、公園・緑地 

約６，０００㎡ 佐賀県 
近隣の未利用地 

（旧国鉄線路敷地） 

約４１，０００㎡

（合計） 

   

                   ※敷地は全て「県有地」又は「市有地」 

 

（３）主な周辺施設 ：アバンセ（県立女性センター・県立生涯学習センター） 

            市立図書館 など 

 

（４）都市計画の現状   

    （ア）用途地域  準工業地域 

    （イ）建ぺい率  ６０％ 

    （ウ）容積率   ２００％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新しい県立病院の診療機能と駐車場の配置イメージ】

（病院建物） （立体駐車場）

〃
　４～８階

〃
〃

　１～３階
〃

延床面積　：約12,000㎡　←（25㎡×500台）程度

　　　　　（注）これは具体的設計前のイメージ図です。

〃

延床面積　：約37,500㎡　←（75㎡×500床）程度

（外来用500台程度）

病棟（90～100床程度）

〃

外来診察室、検査室、手術室、集中治療室など 駐車場

　（一般的な病院整備の考え方）
　　　利用される患者さまの負担や医療提供の効率性に配慮し、外来診察室、検査室、手術室、
　　集中治療室などの中央診療部を低層階に、入院患者さんの病室のある病棟を上層階に配置
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２ 移転先の選定方針 

（１）病院整備の基本的な考え方 

○ 佐賀県立病院好生館基本構想報告書（平成１５年３月）で提言された、  

がんや心疾患、脳血管疾患などに対する高度・専門医療や、症状の重い   

救急患者に対する３次救急医療、手術や集中的な治療を中心とした急性期 

医療の提供といった役割を十分に果たす病院を整備する。 

 

（２）県立病院の移転に最低限必要な敷地面積（移転先としての前提条件） 

 

①市街化区域の場合 

    ・建ぺい率８０％地区  ２２，０００㎡以上 

    ・建ぺい率６０％地区  ２５，０００㎡以上 

 

②市街化調整区域の場合 

    ・建ぺい率６０％、容積率１００％地区  ４１，５００㎡以上 

 

〔敷地面積の考え方〕 

 

１ 市街化区域の場合 

   （１）建ぺい率８０％地区  

①病院建物        約７，０００㎡ （類似病院の整備事例より） 

     ②立体駐車場（３層）   約４，０００㎡ （外来用約５００台分） 

     ③敷地の余地（建物拡張） 約４，０００㎡  （好生館の過去の拡張実績から想定） 

     ④ 〃（緑地、敷地内道路など）約７，０００㎡  （感染症指定医療機関の事例より）    

        合 計        約２２，０００㎡  

 

     （２）建ぺい率６０％地区 

      ①②③の建物を建築するために、少なくとも２５，０００㎡の敷地が 

必要         ← 建物の建築面積（①＋②＋③）÷６０％  

 

２ 市街化調整区域の場合 

      容積率が１００％地区であるため、少なくとも４１，５００㎡の  

敷地が必要 

  ← 病院建物の延床面積（将来拡張分を含む）約４１，５００㎡ 

÷１００％   
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（３）移転先の具体的な選定方針 

 

○ 移転先の選定に当たっては、佐賀県立病院好生館基本構想報告書に 

示された、 

 

①アクセス道路の利便性 

･･･道路アクセスがよく、車利用の利便性がよいこと 

       

②公共交通機関の利便性 

･･･バスやＪＲなどの公共交通機関の利便性がよいこと 

 

③県西部地区への配慮 

･･･近くに大きな病院が少ない県西部地区からも利用しやすいこと 

 

④社会資本の整備状況 

･･･上下水道等の社会資本の整備が進んでいること 

       

⑤市街地としての将来の発展性 

 ･･･周辺が市街地として発展する可能性があること 

 

という観点に、中心市街地の空洞化防止のためにも、公共施設はできるだけ

市街地にあることが望ましいという考え方から、 

 

⑥ 中心市街地の空洞化防止 

･･･できるだけ中心市街地に近いこと 

 

という観点を加え、さらに、 

 

⑦ 敷地面積の確保 

･･･病院の整備に必要な敷地面積が確保できること 

       

⑧ 事業費の抑制 

･･･移転に必要な事業費をできるだけ低く抑えられること 

 

を比較しながら、複数の候補地について比較検討する。 
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【選定方針に「公共施設はできるだけ市街地にあることが望ましい」という 

考え方を加えた理由】 

          

（中心市街地の現況） 

○ 車社会の進展、業務・公共施設等の流出  → 空洞化 

         

（中心市街地の役割） 

○ 少子高齢化、環境問題、自治体の財政問題などの下での期待 

  ① 地域のシンボル 

  ② 商業、サービス機能の充実による地域経済の基盤 

  ③ 職・住一体となったコンパクトな街 

  ④ 既に整備されたインフラをリニューアル 

      → 環境負荷、財政負担の低いコンパクトな街 

  ⑤ 公共交通機関の利便性が高い → 環境への配慮 

         

（施策の推進） 

○ 中心市街地がその役割を果たし、活性化するためには、「住む人」と 

「来る人」を増やすことが必要であるが、このうち「来る人」を増やす 

ためには、公共施設の誘致や集約化、企業の誘致、教育施設の誘致と 

いった施策が必要 

         

（公共施設配置の基本的な考え方） 

○ こういった観点から、今後の公共施設の配置を行うに当たっては、 

できるだけ市街地への立地を図る必要がある。 

 
 
３ 移転先候補地の比較検討   
    

○ 佐賀市の中心市街地及びその周辺区域において、利用されていない、又は

利用の効率が低いまとまった土地の中から、 

     ① 佐賀駅前ゾーン 

     ② アバンセ北ゾーン  

     ③ 兵庫ゾーン 

     ④ 本庄ゾーン 

     ⑤ 鍋島ゾーン 

     ⑥ 嘉瀬ゾーン 

の６か所を移転候補地として選定し、移転先の選定方針に基づいて比較検討

を行いました。 
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４ 移転先の検討結果 

 

○ 選定した６か所の候補地を、移転先の選定方針に基づいて比較検討した 

結果、主に次の点に優れているといった理由から、「アバンセ北」が移転   

先として最も適していると判断しました。（選定方針に基づく比較検討の 

結果は別表） 

 

【アバンセ北とした主な選定理由】 

 

（県内各地からの道路アクセスがよく、車利用の利便性がよい） 

・４車線道路である国道２６４号に隣接するなど県西部地区をはじめ、  

県内各地からの道路アクセスが良いため、車による通院等の利便性が  

よく、また、救急車による患者搬送も円滑にできること。 

      

（バスやＪＲ等の公共交通機関の利便性がよい） 

・バスセンターやＪＲ佐賀駅に近く、公共交通機関の利便性もよいこと  

から、高齢者等の車を運転しない方にとっても交通手段の選択の幅が  

広がること。 

     

（移転に要する事業費を低く抑えることができる） 

・敷地は、既に県と市が所有している土地（４．１ｈａ）を有効活用で    

きるほか、上下水道等の社会資本も整備された地区にあるため、新たに 

移転に要する事業費を低く抑えることができること。 

     

（中心市街地の空洞化防止や一定の地域内で様々なサービスが受けられる

という中心市街地の機能確保への寄与が期待される。） 

・中心市街地に隣接しており、公共施設の配置を行うに当たっては、でき

るだけ市街地への立地を図るという公共施設配置の基本的な考え方に 

沿っている。 

           

（その他）          

・敷地の周囲には、木々の緑のある散歩道や水路が整備されており、入院

患者の療養環境としても活用できること。 
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【アバンセ北の評価】 

選定方針 アバンセ北の評価 

①アクセス道路の利便性 ◇４車線道路（国道２６４号）に隣接 

 （将来的（整備目標Ｈ２４年度まで）には、

国道３４号と国道２０８号の間を４車線

化する計画あり。） 

②公共交通機関の利便性 

 

◇バスセンターやＪＲ佐賀駅から約７００ｍ

と近い。 

◇バスセンターを起点として、付近を通るバス

が多い。（７路線、片道約８５本／８：００

～２０：００） 

③県西部地区への配慮 

 

◇道路アクセスや公共交通機関の利便性が

よいため、県西部地区から利用しやすい。 

（また、県内の他の地区からの利便性もよい）

④社会資本の整備状況 

 

 

◇市街地にあり、上下水道等の社会資本の整備

が進んでいるため、新たな大規模整備の必要

がない。 

⑤市街地としての将来の

発展性 

◇中心市街地に隣接しており、市街地として

発展する可能性がある。 

⑥中心市街地の空洞化

防止 

◇中心市街地に隣接しており、公共施設の配置

を行うに当たっては、できるだけ市街地への

立地を図るという公共施設配置の基本的な

考え方に沿っている。 

⑦敷地面積の確保 

 

◇敷地は、まとまった土地として約３５，０００

㎡、近隣の旧国鉄線路敷地約６，０００㎡と

合わせて約４１，０００㎡あり、県立病院と

しての役割を果たせる病院整備が可能 

⑧事業費の抑制 

 

◇敷地は既に県と市が所有している土地で

あるため、取得のための新たな費用負担が

発生せず、移転に要する事業費を低く抑える

ことができる。 

※その他 ･･･敷地の周囲には、木々の緑のある散歩道や水路が整備されており、

入院患者の療養環境としても活用できる。 
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（参考）これまでの検討の経緯 

 

平成１５年 ３月  県立病院の将来のあり方を検討していただいた委員会から

県へ「佐賀県立病院好生館基本構想報告書」提出 

 

【報告書の概要】 

○高度・専門医療や３次救急医療、入院を中心とした急性期医療の  

提供といった役割を果たしていく必要がある。  

・救命救急センターの強化 

・循環器系疾患に対する医療の強化 

・がんに対する医療の強化    など 

                   

    ６月県議会  古川知事、「移転改築問題について立ち止まって見直す」

との考えを表明 

            → 現在地での改築ができないのか再検討 

 

１０月  県内８か所で「県立病院みんなで対話」を開催し、県立  

病院の現状と問題点、改築に必要な事業費、費用負担など  

について県民の皆さんに説明 

 

平成１６年 

２月県議会  古川知事、「県立病院は、移転して改築せざるを得ない」、

「移転先は佐賀市内で、市街地を第一候補とし、それが無理

な場合であっても、できるだけ市街地に隣接した区域が望ま

しい」との検討結果を表明 

 

【現在地での改築が困難な理由】 
 

ア 「現建物の改修」では、病院内の手狭さや、医療提供の効率の悪さ、   
建物そのものの老朽化の解消ができないこと。 

  また、病院内の手狭さを解消するために、仮に「建物の増築」を行った
としても、多額の費用負担を伴ううえに、効率的な医療の提供ができない
こと。 

 
イ 「現地改築」では、診療を続けながら建て替えなければならないため、
現在の本館以外の敷地に建てざるを得ないことや、日影規制を満たすため
に建物の配置や形状が制約され、使い勝手の悪い建物となる。また、工期
も長く、患者さまや周辺住民の方々に負担をかけること。 

 
ウ 「敷地の拡張」では、好生館の周辺は、住宅や商店の密集地区であるた
め、敷地の拡張には相当な時間と費用を要すること。 
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平成１６年 

１１月県議会  古川知事、「移転に必要な最低限の敷地面積は、 

・建ぺい率６０％地区の場合 ２５，０００㎡以上 

・建ぺい率８０％地区の場合 ２２，０００㎡以上」 

との検討結果を表明 

  

  

 

 

 

◇平成１６年２月から平成１７年３月までの間、県議会においても、 

・移転先選定の考え方について 

・移転先を市街地とすることの是非について 

・移転に必要な敷地面積について 

  ・移転に必要な事業費と費用負担について 

・新しい県立病院の診療機能について 

といったことについて、様々な議論が交わされてきました。 


